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金田地区の産業 養蚕業（３） 「桑植え付け禁止」   （２０２４．３） 

           

元治元年（１８６４）４月  田方へ桑植え付け禁止の申渡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（神奈川県史 資料編１０ 近世７） 

・ 元治元年： １８６４年に発せられた文書です。大住郡の入野村も対象になっていま

す。この年に、入野村で桑の作付けが禁止される程の生産が行われていたようです。

桑の葉を刈り取り、蚕の餌にします。 

・ 「近年田方江桑植付候者多く有之哉」「五穀を廃し蚕を専一いたし候」 

最近田圃に稲に変えて、桑を植え付ける者が多くいる。米・麦などの五穀を栽培せ

ず、もっぱら養蚕に専念している。 
 

・ 「新規桑植付候儀 決而不相成事と候」 

   新たに桑の植え付けを、決して行ってはいけない、禁止である。 

     

換金(商品)作物としての桑の栽培は、農家にとって現金収入源でした。領主にとっては、

年貢米に影響される桑の作付けの増大を認めることはできなかったのでしょう。 

 入野村の桑の栽培範囲は、鈴川を越え玉川（渋田川）までだったようです。 
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